
１．秋の仲間づくり月間が
スタート！

秋の仲間づくり月間がスタートし

ました。今年の1月に2575名でスター

トした組織数は、9月1日時点で６８

名のマイナスとなっています。コロナ

禍が始まる2019年組織数2832名か

ら考えると３２５人のマイナスとなっ

ています。東京に広がる各支部も同様

な状況となっている事からも、「数は

力」として建設業界への影響力を徐々

に弱める結果に繋がっています。

組織数を増やすと言っても、高齢化

と人不足の建設業界で組織数を増やす

のは無理と考えていませんか？

若手がいない、職業として選ばれな

い建設業界を変革する為に「数を増や

し影響力を力とする」事が今こそ必要

です。建設業界が限界に近づいている

事は、政治家・官僚・自治体・ゼネコ

ン不動産業界・各職種の職人・そして

すべて国民が意識を共有しています。

建設業界を存続させる為には、私た

ち職人の声を集め、組織数を増やし団

結して業界を変える事が必要です。

組合の仲間の協力をお願いします。

誰でも出来る仲間づくり

①自分の仕事仲間で組合未加入の方に

組合加入を勧めてみよう

「勧め方のキーワード」

・区の健康保険が高い

・労災に加入して無い

・仕事の輪を広げたい

・確定申告どうしよう

・工事賠償保険が必要になった

②近所に建設業の方が引っ越して来た

事務所が出来た。どんな情報も分会

支部へ情報を伝えて下さい。

③そろそろ子育ても落ち着いて来たの

で。組合に一歩踏み込んで協力して

みようかな。

・夜間活動、休日行動等

各分会センターにお越し下さい。

「分会統一夜間行動日」

9月18日（木）・19日（金）

9月24日（水）・25日（木）

10月1日（水）・2日（木）

10月8日（水）・9日（木）

10月14日(火）・15日(水）

「休日行動日」

10月5日(日)

＊各行動日の時間帯など詳細は分会役

員まで

群会議では、組合費・保険料を納入し、仕事や暮らし、組合についての意見を出し合いましょう
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秋の仲間づくり月間スタート
組織拡大に協力しよう！

今月の注目内容！
①秋の仲間づくり月間スタート！
②東京都予算要求ハガキを書こう！
③共済推進月間スタート！



２．予算要求ハガキ
書いていない方へ！

先月より予算要求ハガキ活動が行わ
れています。先月、ハガキを持ち帰っ
た方や群会議を欠席された方は、予算
要求ハガキ活動のご協力をお願いしま
す。財務省は、国保補助の予算につい
て、予算の減額を訴えるようになりま
した。予算減額の波は東京都予算にも
影響する事も予測されます。土建国保
補助金予算確保にむけた協力をお願い
します。

土建国保をお持ちでない方も組合の
仲間としてご協力をお願いします。

３．北区花火会に沢山の応募
ありがとうございました！

後継者対策部主催の夏イベント、北
区花火会に沢山の応募ありがとうござ
いました。60名の募集でしたが150名
を超える応募があり、初参加や家族で
の参加を優先に抽選を行いました。
ご期待に沿えなかった方、当選された
方には、案内を発送させて頂いていま
す。ご確認をお願いします。

後継者対策部では、今後も仲間が集
まるイベントを開催して行きますので
関心を寄せてみて下さい。改めて今回
のイベントに参加を希望し期待に沿え
なかった方にお詫びを申し上げます。

４．土建国保組合
「健康ウォーキング」！

秋は「スポーツの秋です」健康維持に

体を動かす事は大切です。建設職人なの

で毎日動かしているよと思っている方、

奥様はどうですか？たまの休日、家族で

ウォーキングをしてみませんか？きっと

秋を感じる体験となるはずです！参加ご

希望の方は支部担当者まで連絡をお待ち

しています。

日時：11月9日（日）8:30集合

場所：スタート 戸山公園(大久保地区)

ゴール 建設プラザ東京(土建本部)
参加費：無料(応募先着300人)

５．健康診断を受けよう！

11月の集団健診日程が決まりました。
別紙にて申込書が同封されています。
受診を希望される方は、必要事項を記
載して頂き支部までＦＡＸをお願いし
ます。

従業員を雇用する事業主の方は、従
業員に健康診断を受けさせる義務が法
律で定めています。法人・個人に関係
なく労働者を雇用する事業主の責任と
なりますので、土建集団検診を利用し
て健康診断を受診して下さい。組合員
以外でも申込する事ができます。

組合員とその配偶者は無料で受診す
る事が出来ます。土建国保の加入者は
健康保健証を持っている方、全員が無
料で受診できます。増え続ける医療費
抑制の為にも健康診断を受診し、病気
の早期発見をして行きましょう。

群会議で、新しい仲間が参加した時は、自己紹介し合いましょう

簡単文例
・私は東京の大工です。土建国
保の予算を削らないで下さい

・私は塗装工です。土建国保
の予算は 減らさないで下さ



６．秋の共済推進月間
はじまる！

秋の共済推進月間がはじまりました。
みなさん地震の備えは大丈夫ですか？
防災グッズ、家具の固定と命を守る備
えともう１つ生活再建に向けた地震保
険の加入は重要です。大規模災害とな
る地震は、通常の火災保険では保険対
象外です。オプションや個別に地震保
険に加入する事が必要です。この機会
に火災保険を含め土建火災・地震共済
の加入をお勧めします。
「もしもの時家財を再購入する

手助けする保険」
火災保険 1,500円～
地震保険 6,600円～

その他、建物の再建を補助する保険な
ど詳細は支部事務所まで
自転車保険

家族全員 4,500円
単身（1人） 2,500円

＊自転車に乗る方で保険未加入の場合
は東京都条例違反となります。
事故となった場合に医療費・慰謝料
の負担を求められる事件が多発して
います。必ず保険加入しましょう！

７.東京都最低賃金は
1,226円！

東京都の最低賃金は10月3日より、
1,226円となりました。最低賃金とは
1時間の労働の対価として支払われる
最低限の賃金です。8時間労働で月21
日働くと206,000円の収入となります。
そこから社会保険料・税金を支払うと
160,000円程度となり、北区の生活費
から考えると家族を持つには、厳しい
生活です。健康的で分化的な生活には、
最低賃金￥1,700が必要と考え、要求
運動を行ってます。

８．建設アスベスト訴訟
新たな闘いへ！

国の責任を認めさせ、謝罪と保障、
新たな保障制度をつくらさせた建設ア
スベスト訴訟、そして製造企業への責
任について、一部の方は認められなかっ
たものの、被害者の多くが亡くなって
いる事と高齢化を考え、早期解決を求
め和解が成立しました。製造企業から
の保障を得るには、訴訟が必要となり、
5陣の集団訴訟の準備が始められてい
ます。リフォームや解体現場でまだま
だアスベスト建材を含む材料が残って
いる事からも、今後も被害者は増え続
ける、病気です。建設職人みなさんの
訴訟支援をお願いします。

９. 今月の活動！

①インボイス中止・消費税減税駅宣伝
日時：9月24日(木)17:30～
場所：王子駅 参加者:分会2名

②9の日宣伝
日時：９月９日(火)17:30～
場所：王子駅 参加者:分会2名

10.今月の配布物・署名

東京都むけ予算要求ハガキ 群3枚
生活保護基準引下反対署名 群３枚
じん肺・アスベスト被害根絶 群2枚
「配布物」

11月健診チラシ 組織数

組織数９月北支部組合員数２５０７名
(202５年1月組数から－６８名)

新規加入者入むけ
東京土建紹介動画

｢ようこそ東京土建｣

群会議開催日の１６日・１７日は支部事務所に書記が待機しています。ご不明な点はお電話で問い合わせを


